
都道府県医師会
担当理事 殿

標記の件について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部より各都道府県等障害保

健福祉主管部(局)宛別添の事務連絡が発出され、本会に対して周知方依頼がありまし

た。

本件は、「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適

用すべき措置の指定に関する政令」により、当該災害が特定非常災害に指定され、「特定

非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項

の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日

を令和2年3月31日とする措置を指定する件」が告示されたことから、同告示におけ

る障害保健福祉の関係法令に係る事項について周知を依頼するものです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、貴会管

内郡市区医師会及び関係医療機関への周知方ご高配のほどよろしくぉ願い申し上げます。

令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及び

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について

(健Ⅱ 139)

令和元年10月29日

日本医師会常任理事

江澤和彦



公益社団法人日本医師会御中

令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及び

これに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について

平素より、障害保健福祉行政の推進に御尽力いただき厚く御礼申し上げます。

昨日、別添の事務連絡を各都道府県、指定都市、中核市に送付しております

ので、ご連絡いたします。

貴団体におかれましても関係者への周知を図っていただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課

精神・障害保健課

事務

令和元年

連

10月

絡

28日



各

精神・障害保健課

道府

定都

核

これに伴う障害保健福祉に関する法令の運用における留意点等は下記のとお

りとなりますので、御了知の上、管内市町村、障害福祉サービス等事業者、医療

機関等への周知をよろしくぉ願いいたします。

障害保健福祉主管部(局)御中

令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及

びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等にっいて

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する

法律」(平成8年法律第85号。以下 W却という。)第3条第1項及び第2項の

規定により、特定非常災害の被害者の権利利益であって、その存続期間が特定非

常災害の発生日以後に満了するものについては、告示で定めるところにより、当

該権利利益に係る満了日を延長する措置をとるととができるものとされてぃま

す。

今般、「令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれ

に対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和元年政令第129号)により、

令和元年台風第19号(以下「当該災害」という。)が特定非常災害に指定される

とともに、法第3条第2項の規定に基づく厚生労働省告示(「特定非常災害の被

害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規

定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満

了日を令和二年三月三十一日とする措置を指定する件」(令和元年厚生労働省告

示第148号。以下「告示」という。))により、厚生労働省関係の一定の権利利

益に関する満了日について、当該災害の被害者による延長の申出を必要とせず

に、一律に令和2年3月31日まで延長する措置を講ずるとととしました。

事務連絡

令和元年10月25日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

止課章害福

都
指
中

県
市
市



第1 満了日の延長を行った権利利益

1 告示により満了日を延長した権利利益については、別添のとおりであり、そ、

のうち障害保健福祉に関する権利利益の延長を行ったものは次のとおりであ

る。

(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係

0 指定障害児通所支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係る

ものに限る。)(第21条の 5 の 3第 1項)

0 障害児通所給付費等の通所給付決定(特定被災区域内に居住地を有する

者に係るものに限る。)(第21条の5の5第1項)

0 指定障害児入所施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限

る。)(第24条の2第1項)

0 障害児入所給付費の入所給付決定(特定被災区域内に居住地を有する者

に係るものに限る。)(第24条の3第4項)

0 指定障害児相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係る

ものに限る。)(第24条の26第1項第1号)

記

(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)関係

0 精神障害者保健福祉手帳の交付(特定被災区域内に居住地を有する者に

係るものに限る。)(第45条第2項)

(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年

法律第123号)関係

0 介護給付費等の支給決定(特定被災区域内に居住地を有する者に係るも

のに限る。)(第19条第リ助

0 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定(特定被災

区域内に在る事業所又は施設に係るものに限る。)(第29条第1項)

0 地域相談支援給付費等の支給決定(特定被災区域内に居住地を有する者

に係るものに限る。)(第51条の5第1項)

0 指定一般相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るも

のに限る。)(第51条の14第1項)

0 指定特定相談支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るも

のに限る。)(第51条の17第1項第 1号)

0 自立支援医療費の支給認定(特定被災区域内に居住地を有する者に係る

ものに限る。)(第52条第1項)

0 指定自立支援医療機関の指定(特定被災区域内に指定自立支援医療機関

を有する者に係るものに限る。)(第54条第2項)



第2 留意事項

1 特定被災区域内に居住地を有する者については、現に介護給付費等の支給

決定等が行われており、かつ、当該支給決定等の有効期間が令和元年10月10

日から令和2年3月30日までの間に満了する場合には、当該有効期間を令和

2年3月31日まで延長することとなる。なお、現に障害支援区分の認定を受

けており、「介護給付費等の支給決定について」(平成19年3月23日付け障発

第0323002号)において示している障害支援区分の認定の有効期間が、令和元

年10月10日から令和2年3月30日までの間に満了する場合においても、当該

有効期間を令和2年3月31日まで延長することとする。

また、特定被災区域内に事業所を有する者、特定被災区域内の施設の開設者

及び特定被災区域内に指定自立支援医療機関を有する者にっいては、現に指

定を受けており、かつ、当該指定の有効期間が令和元年10月10日から令和2年

3月30日までの間に満了する場合には、当該有効期間を令和2年3月31日ま

で延長することとなる。

2 特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法に基づく特別措置であり、当該

災害の発生前と同様に、障害保健福祉に関する法令により許可等の更新を行

うことのできるものについては、告示による満了日の延長措置にかかわらず、

障害保健福祉に関する法令に基づき許可等の更新を行うこととするよう御配

慮願いたい。

(資半斗)

別添:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関す

る法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の

延長に関し当該延長後の満了日を令和二年三月三十一日とする措置を指定す

る件(令和元年厚生労働省告示第H8号)

参考1:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関

する法律(平成8年法律第85号)

参考2:令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに

対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第129号)
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域
内
に
在
る
製
造
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

国
製
^
業
者
の
認
^
、
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
ι
基
づ
く
医
薬
品
等
外

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

管
理
医
療
機
器
等
に
係
る
登
課
認
証
機
闘
の
登
録
(
^
^
欄
^
^
^
嚇
^
高
度

事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

又
は
体
外
彫
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る

事
椥
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
、
,
 
j
 
ι

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
医

療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
務
所
に
係
る

も
の
に
限
る
0
)
、
一
、
0
 
゛
 
j
 
1
 
ι

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
都
の
製
造
業
の
登
録

製
造
所
に
係
る
も
の
に
限
る
J

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生

医
療
等
製
保
の
製
造
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
に
係
る
も

の
に
限
る
。
)

機
器
等
外
国
製
造
の
第
一
項
の
規
定
1
基
づ
く
医
療

特
定
被
災
区
域
内
に
薬
局
を

有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生

医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
の
認
定

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
販
売

業
(
配
置
販
涜
業
を
除
く
。
)
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
店
舗
に
係
る

も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

ロ
ロ
一
の
に
つ
く
、
、
品
の
販
売

業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療

(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
医
薬
品
等
の
製
造
搬

先
業
者
の
主
た
る
事
務
所
が

在
る
者

機
器
^
の
販
売
業
^
は
貸
与
業
の
ヰ
丁
蒋
規
1
基
っ
^
戸
度
^
理
医
^

係
る
も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

登
録
認
証
機
関
の
登
録
の
市

請
を
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

修
理
業
の
許
7
 
辱
定
被
災
区
域
内
に
在
業
^
剰
基
づ
く
に
療
機
器
の

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
医
療
等

製
保
の
販
売
業
の
許
可
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
営
業
所
に
係
る
も
の
に
限

る
0
)
 
j
 
1
 
ー
ー

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
医
療
機
器
等
の
製
造

販
売
業
者
の
主
た
る
事
務
所

が
在
る
者

に
基
づ
く
養
育
医
療
の
給
付
又
ぱ
養
育
医
療
に
ぢ
第
二
十
条
第
一
0
項
の
規
定

特
定
被
災
区
域
内
に
そ
の
製

造
す
る
再
生
医
療
等
製
品
の

製
造
販
売
業
者
の
主
た
る
事

務
所
が
在
る
者

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
凾
和
四
十
五
年
法
律

的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
事
業
の
登
録
特
憲
被
災
区
域
内
に
佃
お
劇
^
衛
^

係
る
も
の
に
限
る
。
)
 
1

特
定
被
災
区
域
内
に
店
舗
を

有
す
る
者

、
、
、
、
イ
ロ
ー

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
、

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

業
務
を
行
う
者

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

労
働
者
派
遣
法
第
五
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
た
者
又
は

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な

運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働

者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(
平
成
ニ
ト
七
年
法
律
第
七

士
舌
ぢ
)
附
則
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
派

遣
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可

令和元年10月21日月曜日 (号外特第 14号)



規
定
に
基
づ
K
指
定
居
宅
サ
ー
モ
ス
事
業
者
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在

る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
」
ー

型
仇
ー
モ
対
事
業
者
の
指
定
霧
定
被
災
区
域
内
に
櫛
る
事
^
^
に
側
も
の

に
限
る
。
)

者
叺
指
定
奪
定
被
知
区
域
内
に
規
 
1
基
^
^
,
定
居
^
介
護
凌
援
事
業

止
嵐
設
の
指
定
霧
寂
被
災
区
域
内
に
設
辯
^
づ
く
玲
^
介
護
完
人
綸

報

ビ
^
事
業
者
の
指
定
霽
定
被
災
区
域
内
に
缶
^
^
に
^
護
予
防
^
ー

j
 
1
 
ι
ι

型
尓
護
予
防
サ
ー
モ
ス
事
業
者
の
指
定
蒋
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。
)

官

を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
特
定

被
災
区
域
内
に
主
た
る
事
務

所
を
有
す
る
も
の
(
令
和
二

一
月
十
日
ま
で
に
当
該
許

可
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る

者
を
除
く
。
)

者
叺
旨
定
霧
定
被
知
区
域
内
に
在
事
ι
^
^
^
指
定
介
^
予
防
凌
援
事
業

介
催
保
険
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専
門
員
証

の
交
付

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

設
叺
午
丁
霽
定
被
災
区
内
に
ー
に
令
く
、
^
人
保
礎
施
設
の
開

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

(
急
定
被
災
区
域
内
に
る
也
設
に
ボ
ι
う
^
介
護
匡
療
院
の
開
設
の
許
可

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十

援
給
付
費
等
の
給
付
決
定

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

業
に
係
る
鶚
定
事
業
者
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も

の
に
限
る
J

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
一
般

相
談
生
援
事
業
者
の
指
定
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に

限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
施
設
を

有
す
る
者

成
十
七
年
法
律
第
百
二
士
后
ぢ
。
以
下
障
害
者
総
合
支
援
迭
と
い
う
J
第

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

定
特
定
口
成
凌
援
事
業
者
の
旨
定
辱
定
被
災
区
域
内
に
 
1
基
^
K
指

も
の
に
限
る
。
)

5

一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
相
談
支

サ
ー
ピ
ス
事
業
者
又
は
指
建
障
害
者
支
援
施
殻
の
指
定
奪
定
被
災
区
域
内
に

在
る
事
業
所
又
は
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十
二
条
第

の
支
給
認
定

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
自
立
支
援
医

療
機
関
の
指
陀
(
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
に
係
る

も
の
に
限
る
。
)

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者
又
は
特
定
被
災

区
域
を
包
括
す
る
都
道
府
県

の
知
事
か
ら
介
護
支
援
専
門

員
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者

附
4
第
百
三
十
条
の
一
^
第
一
の
る
ぱ
よ
十
ノ
年
法
律
第
ノ
士
云
ぢ
)

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
療
饗
型
医
療
施
設
の
指
定
(
特

特
定
被
災
区
域
内
に
施
設
を

有
す
る
者

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
費

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
C
型

(
平
成
二
十
年
法
律
第
冒
ぢ
)
第
七
条
第
↓
項
の
規
定
に
基
づ
く
追
加
給
付
金

の
支
給
の
請
求
,
ー

特
定
被
災
区
域
内
に
施
設
を

有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
B
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法

:
ノ
'
イ
ー

第
十
三
条
第
一
頃
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
、
一
項
の
規
定
に
基
づ

医
療
費
又
は
定
期
検
査
手
当
の
支
給
の
請
求

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

又
は
施
設
を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

邑
第
七
条
馴
^
^
の
規
定
に
ー
.
平
塵
一
^
ナ
年
法
律
第
五
十

特
定
被
災
区
域
内
に
指
定
白

立
支
援
医
療
機
関
を
有
す
る

者

閥
す
る
法
律
(
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
号
)
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

特
定
被
災
区
域
内
に
施
設
を

有
す
る
者

人
等
及
ぴ
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
趣
付
規
則
軍
成
六
年

支
給
の
申
請

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
侭
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者
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^
孔
一
厶
早
生
九
、
一

ー
.
1
介
1
曝
"
躯
姿
ν
1
ー
ー
血
,
ー
ー
ミ
ー
:

め

力

霞

煮驫
L

項
ご

,
、
、

い
て

混
の
描
度

欝
い
て
4

め
ら
れ
る

る
裁
令
の

不
昇
に
つ

が
で
き
る
゛

用
,
る
゛

禁
止
法

公
正
取

た
事
蕊

を
加
え

に
掲
げ

の
所
掌

第
六

」
を
罵
0
、
に
、
『
経
辞
部
(
筆
弱

籍
究
条
ビ
を
『
響
1
、
璽
四
平
禁
二

条
〕
」
に
、
第
四
款
^
、
一
^
^
築
二
+

を

4

だ
、
一
写
楚
券

到
来
,
る
E
の
翌
日
以
後

実
驚
,
る
食
ポ
あ
る
と

で
、
特
定
薩
務
の
摂
鞭
と

斬
た
に
、
当
該
特
1

に
係
る
期
鰻
を
定
め
る
こ

壮
,
こ
の
場
合
に
つ
い
て

そ
の

弼
の

る
.
と

に
財

第
毒
豪

幕
憂
」
に
、

る
.

の
規
定
に
か
ホ
b
ら
ず
、
特
髪
務
が
災
害

む
励
猫
な
い
番
に
ょ
り
そ
の
雁
打
觀
限
が

生
で
に
腰
h
ざ
れ
な
小
っ
た
場
合
に
つ
い
一

嬰
の
定
め
が
あ
る
と
き
惟
、
そ
の
定
め

よ
る
゛

ー
と
ナ
る
法
人
の
破
産
宣
告
の
特
例

倭
〕非

常
災
害
に
ょ
り
そ
の
財
産
を
も
学
て
債

定,
る
.
、
と
が
で
き
女
く
な
勺
捻
法
人
に
対
し

条
一
項
又
捻
第
二
颪
め
政
令
で
こ
の
条

謡欝
を
括
定
す
る
も
の
の
施
行
の
日
以
後
特

畔

、

と
を
「
第
三
款
喜
高
粂
二
十
気
条
1
第
=
一
十

に
改
め
る

ー
ミ
描
凱
勤
才
隠
1
藝
・
や
じ

語
有
し
て
い
た
逃
が
、
当
談
特
定
穿

'
.
に

起
因
,
る
民
事
に
間
,
る
紛
争
に
0
き
、
特
定
非
常
災

嘗
発
生
B
以
1
特
定
非
常
災
害
発
生
臼
血
B
起
算

し
て
三
牢
を
超
え
な
い
範
侮
内
に
欝
い
て

で
定
め

る
自
童
で
の
櫛
に
、
民
事
講
曇
に
ょ
る
調

の
叟

て
を
す
る
尋
に
け
、
疑
壽
舩
費
用
等
に

,
る
法

穐
(
昭
四

顕
二
畢
{
黎
』
の
下
に
『
鯨
び
に
廟
出
、

通
知
の
受
理
」
を
加
・
エ
.
岡
号
重
劉
四
号
と
し
,

条
第
一
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
卑
の
前
に
次
の
二

号
を
加
史

て
●

に
ゞ

'
、

ナ制
』を

見
出
し
を
含
訂
J
中
『
響
郎
」
を
「
讐

改
め
、
同
条
中
第
覇
号
を
鯛
謹
号
と
し
、
問

八

官

生
、
て、

、で忠紬
、
,

の
宜倍前消定

一

、
と
,

二の

.
、

て,律とー
ニ

%,合゛
゛鷲の<

凸
」

聾定
め

き
な
、

合
、

申
立
て

ニ
、
、
ー
を
姻
る
た
め
の

篇
七
条

て
二
年
を
超
大
な

日
ま
で
の
悶
,
破
産

。
た
だ
し
、
そ
の
塗

手
゛
る
、
、
と
が
で

し
"
場
会
捻
,
、
、

1
 
一

.

に
対
L
て
破
産
の
申

盟
の
規
定
に
よ

を

定
決係

る
.

0

きるき
る
鼻

、
とる"

、,め用調こ1

J
.

含
声

号
.
以
下
「
独
占

の
規
定
に
ょ
り
、

h
せ
る
こ
と
と
し

よ
る
応
農
設
倹
宅
の
存
続
期
鬪
の

,

、
.

の
決

4
前

恨
L

首

二

3
 
挫
設

の
一
郡

第
ミ

し
を
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平
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立
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水
あ
0

そ
の
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に
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け
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七
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房

斎
一
条

一
沈
の
二

加

2

九
雪
景
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聾
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飼
和
簿
十

御
名
御
璽

の
一

邸
の
ξ
』
を
「
第
一
飾

局
の
凝
導
一
一
る
。

を
枕
の
よ
う
に
る
.
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及
び
部
の
儷
〕

Ⅱ
、

の
規
定
平
成
七
年
一
月
一

主
で
の
娩
定
平
成
八
年
^
紬
び
第

し
た
災
害
一
為
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券
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禽
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緊
勺
、

霞
入
年
六
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る
゛
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こ
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に
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,
る
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品
の
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に
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,
る
、
、

金
支
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1
張
(
昭
約
三
十
一
年

法
禪
第
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二
十
号
ν
の
籌
に
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サ
る
こ
し
゛

七
髪
集
百
三
十
偶
号
ν
の
施
行
に
関
,
る
こ
と

冠
の
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掌
忙
贋
ナ
る
も
の
を
醸
く
0
Y
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ハ
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哥
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員
会
の
事
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に
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に
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、
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2

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に

関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

名
御
璽

令
和
元
年
十
月
十
八
日

政
令
第
百
二
十
九
号

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指

定
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(
平
成
八
年

法
律
第
八
十
五
号
)
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
前
段
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六

条
並
び
に
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

〔
特
定
非
常
災
害
の
指
定
)

第
一
条
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(
以
卜
「
法
」

と
い
う
。
)
第
一
条
第
一
項
の
特
定
非
常
災
害
と
し
て
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
を
指
定
し
、
同
年
十
月

十
日
を
同
項
の
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る
。

(
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
)

第
二
条
前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
、
怯
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置

を
指
定
す
る
。

(
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
期
旦

第
三
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
ぃ
て
の
法
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一

日
と
す
る
。

(
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
)

第
四
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
ぃ
て
の
法
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て

の
免
責
に
係
る
期
限
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
と
す
る
。

(
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
期
旦

第
五
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
ぃ
て
の
怯
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
三
年
十
月
九
日
と

す
る
。

(
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
旦

第
六
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
ぃ
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に

際
し
災
害
救
助
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
)
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町

村
の
区
域
と
す
る
。

2
 
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
ぃ
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
と
す
る
。

報官

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

(
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
)

第
七
条
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は
、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に

際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

2
 
第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
口
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
と
す
る
。

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

総
務
大
臣

法
務
大
臣

安
倍

高
市

河
井

晋
三

早
苗

克
行

畔
卿
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